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 ～ 四 つ の テ ス ト 言行はこれに照らしてから ～ 

１．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2017-2018年度クラブ方針 

 ロータリーを知ろう 

       ～温故知新～    

 

 （成川(守）会長） 
 

 「クラブ会長会議報告、年次総会、 

      クラブ役員、クラブ理事会、資格要件」 
 

 さて、去る12月2日第2回ク

ラブ会長会議が開催されま

した。地区大会の報告、地

区の後半期の課題につい

ての内容でした。 

①地区大会はお陰様で盛

会裏に終わりました。収

支は黒字でした。 

後半期では、 

②新会員研修の開催：対象

は入会7年以内の会員 

③RLIの実施：後期に開催予定（対象は、会長エレクト他ク

ラブ指導者） 

④分区活動の推進：第2分区の次年度は、有田RCが担当 

⑤会員増強（10月末：1924名→2000名に） 

⑥ロータリー財団と米山記念奨学会の寄付増進 

⑦青少年交換学生の問題点 

等でした。 
 

今日は、クラブ年次総会です。 
 

●クラブ年次総会(Club Annual Meeting) 

 総会といっても形式は例会の一つであります。ロータリー

例会は全員出席が原則ですから総会も例会も人員は同じ

であります。但し年次総会は次期の理事役員を選出する

重要な任務があります。この年次総会は、クラブ細則の定

めるところに従い、毎年12月31日までに開催されなければ

なりません。当クラブは、毎年12月の第2週に開催していま

す。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２８５４回例会） 

平成２９年１２月１４日(木）  

（成川（守）会長） 

 

（中元ＳＡＡ） 

成川（守）君：本日の年次総会、よろしくお願い致します。 

橋本君：本日は年次総会です。会員の皆様よろしくお願

いいたします。 

橋爪(誠)君：もう年次総会の時期なんですね。次年度も楽

しい年度、栄作さんよろしくお願いいたします！ 

嶋田(崇)君：本日の総会の開催、おめでとうございます。 

酒井君：本日の年次総会、どうぞよろしくお願い致しま

す。 

菅原君：１０年前のスーツが着られました。 

松村君：次年度の役員・理事候補者を報告させていただ

きます。 

上野山(栄)君：本日の総会、おめでとうございます。次年

度役員・理事の皆様に助けて頂きながら次年度を務め

てまいります。 

宮井君：次年度役員さん、ご苦労様です。 

中元君：本日の年次総会、よろしくお願いします。 

 

 

（脇村例会運営委員） 

本日の会員数３２名 

 （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２４名 

 （出席規定免除会員８名） 

       ７７．４２％ 

11/30     ７６．６７％ 

MU：脇村君 

 

  平成２９年１２月２１日 第２８５５回 

・ミャンマー国際奉仕活動報告  

 

・ソング：「It’s a small world」 

  平成３０年１月１１日 第２８５６回 

・新年夜間例会 於）ホテルグランヴィア和歌山 

  年頭所感：児島 良宗 君 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２８５４ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

担当：菅原委員 



２ 

疾病予防と治療月間 

●クラブ役員(Club Officers) 

 クラブ役員は、会長、直前会長、会長エレクト、幹事、

会計、会場監督とし、1名または数名の副会長を役員に

含めることができる。このうち、会長、直前会長、会長エレ

クト、副会長、幹事、および会計は、全員理事会のメン

バーとする。また、会場監督は、細則の定めるところに

従って理事会のメンバーとすることができます。当クラブ

は、理事会のメンバーとしています。 

 

●クラブ役員および理事の資格要件 

(Qualifications for Each Club officer and director) 

 各役員および各理事は、いずれも、本クラブの瑕疵な

き会員でなければならない。クラブ会長の候補者は、指

名に先立つ少なくとも1年間、本クラブの会員であるもの

とする。ただし、1年未満であっても、当該会員の奉仕が

この要件の趣旨を満たしていると地区ガバナーが判断し

た場合は例外となる。会長エレクトは、ガバナーエレクト

から特に免除されない限り、会長エレクト研修セミナーと

地区研修・協議会に必ず出席しなければならない。免除

された場合は、所属クラブによって指名された代理を必

ず派遣しなければならない。この代理人は会長エレクト

本人に対し結果報告するものとする。会長エレクトが、ガ

バナーエレクトからの免除を受けずに、会長エレクト研修

セミナーおよび地区研修・協議会に出席しない場合、あ

るいは、免除されても指定の代理をこれらの会合に派遣

しなかった場合、かかる会長エレクトはクラブ会長に就任

できないものとする。このようなことが起こった場合、会長

エレクト研修セミナーおよび地区研修・協議会、もしくは

ガバナーエレクトが十分であるとみなした研修に出席した

後任者が正式の手続によって選挙されるまで、現会長が

継続してクラブ会長を務めるものとする。 

 

●クラブ理事会(Board of Directors(Club)) 

 「クラブの管理主体はクラブの細則の定めるところに

よって構成される理事会とする」 

 理事会がクラブ管理主体であるということは、クラブの最

高決議機関であるということで、事の如何を問わずクラブ

を拘束する決議や提案についてクラブの会合に先んじて

審議されなければならない。 

 理事会の決定は最終であって、クラブに対して提訴す

る以外には覆す余地はない。 

 理事会は、少なくとも月1回会合を開くものと期待されて

いる。 

 理事会メンバーは、現在リーダー職にある、または直前

にリーダー職にあったロータリアンであるべきであり、活

気あるクラブづくりに情熱と力を注いでいる人であるべき

である。 

 

2017年9月理事会会合： 

2017年7月1日までの会員傾向に関する報告 

•会員数：1,202,937人（2016年から4,969人減少） 

•クラブ数：35,656クラブ（2016年から257増加） 

•クラブ平均会員数：34人 

 

 

 

（橋本幹事） 

１．先週開催した定例理事会に

ついて 

＜報告事項は4件＞ 

①ロータリー研究会参加報告：

11月22-23日東京で開催（会

長） 

②地区内会長会議報告：12月2

日開催（会長） 

③第2分区会長・幹事会報告：

11月26日開催（幹事） 

④PDG久保さんから岡本ガバナーへの手紙（4通）（幹

事） 

＜協議事項7件すべて承認＞ 

①12、1月の例会プログラム（例会運営委員会） 

②11月試算表（会計） 

③例会開始時間変更の件（SAA） 

  ・食事がゆっくり食べれるよう今年度の後半の時間を  

   変更。 

  ・食事開始12：15、開会点鐘12：30、会次第開始12： 

   40。 

  ・誕生日の乾杯はなくす。 

④前期活動報告（12月21日開催）の会次第について（会

長） 

  ・ミャンマー国際奉仕事業の報告に30分充てる。 

  ・各委員会からの報告は、前期活動の報告書を配布 

  するだけにする。 

⑤ミャンマー国際奉仕事業の決算について（国際奉仕委

員会） 

  ・事業報告は前期活動報告で行う。 

  ・良い事業になったので次年度も実施するか今後検 

   討を行う。 

⑥2018学年度米山記念奨学生の世話クラブ・カウンセ

ラー引受けの件（米山記念奨学委員会） 

  ・次年度も引き続き米山記念奨学生を受け入れたい 

   ので申請する。 

⑦新年例会について（例会運営委員会） 

  ・看板は懇親会の会場に設置する。 

２．来週12/21に臨時理事会を開催します、緊急の議案

をお持ちの方は至急幹事まで連絡下さい。 

３．樫畑ガバナエレクトから、地区への出向のお願いにつ

いてが届いています。成川会長に対して地区情報規

定委員会の委員への要請です。 

４．ガバナー事務所から、年末年始休暇のお知らせが届

いています。 

５．ハイライトよねやま213号が届いています。 

 

 

(菅原R広報委員） 

ロータリーの友誌12月号 

【横組み】 

・3頁：RI会長メッセージ 「より平和な世界に向かって」 

平和そのものでなく「平和構築」を重点とした会長主催

の平和会議が開催されるとのこと。 

 幹事報告  

ロータリー友誌  



・10頁：奉仕活動に見る時代の移り変わり 和歌山刑務

所内の「和歌山北ロータリー文庫」→受刑者の国際化

に伴い2001年から外国語の書籍を送っている。（和歌

山北ロータリークラブ） 

・14頁～：12月の疾病予防と治療月間の特集 

 

【縦組み】 

・25頁～：ロータリー アット ワーク 

 御坊南ロータリーの「夢ある高校生を応援」 

 堺フェニックスロータリーの「ソウルIACと建国高校の交

流会」 

 

 

 

＊情報・研修委員会（脇村委員長） 

「クラブ情報規定委員長会議のトピックス」 

 去る12月10日（日）、ルミエール華月殿において行われ

た題記クラブ委員長会議に出席したので、そのトピックス

を下記する。 

１．2017年決議審議会が10～11月にかけて行われ、11

月20日、成川代表議員らの投票により日本から提出さ

れた決議案19件の内9件が採択された。採択された決

議案は、その後、RI理事会または管理委員会によって

審議される。 

２．3年に1度の規定審議会は2019年4月にシカゴで行わ

れるが、2640地区から提出予定の制定案は、国際

ロータリー細則9.150.3「審議会の決定に関する反

対」、及び16.040.1「時と場所」のそれぞれ一部を改正

する2件である。 

３．「2016年規定審議会の改定」に伴うクラブ細則の変更

に関して当地区のアンケート結果とその分析について

説明があった。その中には例会の頻度や休会などクラ

ブ運営のあり方に直結する変更もあるが、そのことがク

ラブの活性化に寄与していかないのであれば変更の

意味がない。 

４．今回のRC定款の改定により、第7条で「例会と出席に

関する規定の例外」が認められ、クラブ細則で決めた

ことを定款に優先させることができるようになった。例え

ば、定款第15条「会員身分の存続」の第4節「－終

結－欠席」に定められている出席率や連続欠席をクラ

ブ細則にて緩和すれば、それを定款に優先させること

ができる。 

 

*親睦活動委員会（橋爪（誠）副委員長） 

 1/11(木）、新年例会は基本、自身で会場集合をお願

いします。お車の乗り合わせの提案は次週いたします。

ご参加予定の会員様、ご協力お願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

疾病予防と治療月間 

 

 

 松村委員長から指名委員会で指名された次年度の役

員・理事が報告され、全員異議なく承認されました。 

＜2018-2019年度 役員・理事＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第１回次年度理事会報告＞ 

１．各部門担当理事の決定（承認） 

 

 

 

 

 

＜次年度会長挨拶＞ 

 この度は新役員・理事をご承認いただき誠に有難うござ

います。 

 直前会長の松村さんには指名委員会の開催と決議、

お疲れ様でございました。そして、橋本さんには次年度

会長エレクト、副会長には岩本道弘さん、嶋田先生には

幹事と会計を快く引き受けていただき深く感謝いたしま

す。 

 創立60周年という節目の年に会長の大役を仰せつかり

ますことを誇りに思い取り組んでまいります。幸いにも経

験豊かな嶋田先生が2回目の幹事をお務めいただけるこ

とは本当に心強い限りであり、直前会長は成川守彦PGと

恵まれた役員の皆さま方、理事には上野山英樹さん、中

元先生、橋爪誠治さん、井上さん、川口さんという素晴ら

しいメンバーで、次年度を乗り切って行けると確信してい

ます。 

 さて、次年度のクラブ運営を考えますと60周年という節

目にふさわしい事業ができればと考えています。周年事

業に関しては理事役員の皆様の意見を伺いながら、早

年 次 総 会       

委員会報告 

会 長 

会長エレクト 

副 会 長 

幹 事 

会 計 

直 前 会 長 

Ｓ Ａ Ａ 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

理 事 

上野山栄作君 

橋 本 拓 也 君 

岩 本 道 弘 君 

嶋 田 崇 君 

嶋 田 崇 君 

成 川 守 彦 君 

松 村 秀 一 君 

上野山英樹君 

中元耕一郎君 

橋 爪 誠 治 君 

井 上 修 平 君 

川口健太郎君 

ク ラ ブ 奉 仕 委 員 長         

職 業 奉 仕 委 員 長          

社会青少年奉仕委員長    

国 際 奉 仕 委 員 長         

中 元 耕 一 郎 君 

井 上 修 平 君 

川 口 健 太 郎 君 

橋 爪 誠 治 君 

 

 2018-2019年度 

 有田ロータリークラブ 

 会長 

  上野山 栄作 君 

12/28(木)、 

1/4(木)は 

   休会です。 

(来年6/30まで会長ノミニー) 



期に計画しなければなりませんが、周年事業を通して私

を含め経験の浅い会員が有田ロータリーの歴史と伝統を

学ぶ機会とし、地域社会に向けた公共イメージをアピー

ルできればと考えています。 

 さて、本年度は執行部の努力によりまして沢山の素晴

らしい新会員の入会がございました。次年度は新会員の

皆さんにもロータリーの大切なミッションを遂行していた

だくことで、より楽しいロータリーを体感して頂きたいと思

います。また、ベテラン会員と新会員との親睦を図り、より

強固な組織づくりが出来ればと考えています。 

 本年度は成川会長にロータリーについて沢山のことを

教えていただいています。来年度はその知識を生かし、

地域社会に対して持続可能な奉仕の事業が実践できれ

ばと考えています。どうか宜しくお願いいたします。 

 

＜次年度副会長挨拶＞ 

 この度、副会長に御指名頂きまして、一寸おどろいてい

るところです。後期高齢者になりました。耳の方が聞き取

りにくくなっていますし、我がクラブの会員には有能な

方々が沢山いらっしゃり、私ごとき者は出る幕がなく、若

い人達の先導で、私は後について行けたらと考えており

ました。会長、幹事様の足でまといになるのではと心配を

しているところです。 

 さて、上野山(栄)会長年度には60周年の節目を迎えま

す。今上陛下の譲位の年でもありまして、皇太子殿下の

折、両陛下に拝眉の機会を得ました。この記念になりま

す年度に役員の一員に加えて頂き感謝しています。上

野山(栄)会長の方針に従い、無力ではございますが務め

させて頂きたいと考えております。皆様方の御指導、御

協力をお願い申し上げます。 

 
＜次年度幹事挨拶＞ 

 次年度、2回目の幹事を拝命することになりました嶋田

です。1回目の時は退会された井脇さんの時に幹事を務

めました。その時は当クラブ創立45周年の年でした。そし

て2回目は創立60周年の年に幹事を務めることになりま

す。このように節目の年に重要なポストを務めるということ

は誠に光栄なことでありますが、その反面、責任も重大 

かと思っています。来年は上野山栄作会長を全力で支

える覚悟ですので、皆様、ご支援ご協力を宜しくお願い

申し上げます。 

 

 

疾病予防と治療月間 

４ 

日程 １月の例会プログラム 

１/４ 

(木) 
休 会 

１/１１ 

(木) 

新年例会  

年頭所感：児島 良宗 君 

１/１８ 

(木) 

ローテーションデー 
 於：ふみこ農園 

卓話：成戸 文子 君 

１/２５ 

(木) 
外部卓話：太田 美香 氏 

閉会・点鐘 （成川(守)会長） 

 

2017-2018年度 

有田ロータリークラブ 

副会長 

 岩本 道弘 君 

 

2017-2018年度 

有田ロータリークラブ 

幹事 

 嶋田 崇 君 

有田ロータリークラブ 

新年例会 
 

   １月１１日(木) ４：００～７：３０PM 

    ホテルグランヴィア和歌山 

          ６階「ルグラン」 

      ★例会：４：００～ 

      ★懇親会：５：００～ 

 

シンガーXスペシャルディナーショー 
 

★ショータイム 

      ６：３０～ 

★写真撮影会 

      ７：１０～ 

 


